
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

保健福祉部 障害福祉課 障害者福祉係

補装具費の支給

障害者自立支援法

第７６条第１項

（電話 ６２１－５１７７）

申請に係る身体障害者及び身体障害児（以下「身体障害者・児」とい
う。）の障害の状態からみて、当該身体障害者・児が補装具の購入又は
修理を必要とする者であると認めるときは、当該身体障害者・児（児の
場合は保護者）に対し、当該補装具の購入又は修理に要する費用につい
て、補装具費を支給する。補装具費の支給及び費用の算定にあたっての
判断基準は次に掲げるものによるほか、下記の厚生労働省通知による。
１．補装具の定義
補装具とは、身体障害者・児の身体機能を補完又は代替するための更
生用の用具として次に掲げるものをいう。
 (1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障

害個別に対応して設計・加工されたもの
 (2) 身体に装着（装用）して日常生活又は就学・就労に用いるもので、

同一製品を継続して使用するもの
 (3) 給付に際して専門的な知見（医師の判定書又は意見書等）を要す

るもの。
２．対象者
 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、更生相談所等の

判定により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる者である
こと

 (2) 市町村民税課税世帯で、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割
の最多納税者の納税額が４６万円以上の者でないこと。

・補装具基準表 財団法人 鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター監修
・補装具費支給事務マニュアル-適正実施のためのQ&A- 伊藤利之編集
・徳島県障害者相談支援センター事務処理マニュアル 徳島県障害者相談
支援センター

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 ２１日（休日を含む）

（設定しない ※更生相談所による判定が必要な場合 ９０日（休日を含む）
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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３．補装具の種目及び金額
補装具の種目及び費用の金額は、補装具の種目、購入又は修理に要す
る費用の額の算定等に関する基準（平成２２年厚生労働省告示第１２４
号）による。

〇 補装具費支給事務取扱指針について
（平成１８年９月２９日障発第０９２９００６号 厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部長通知 別添 補装具費支給事務取扱指針）

第１ 基本的事項
１ 補装具費支給の目的について
 (1) 補装具は、身体障害者及び身体障害児（以下「身体障害者・児」

という。）の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、身
体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的とし
て、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活す
るための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるもの
であり、市町村は、補装具を必要とする身体障害者・児に対し、補
装具費の支給を行うものである。このため、市町村は、補装具費の
支給に当たり、医師、理学療法士、作業療法士、身体障害者福祉司
等の専門職員及び補装具の販売又は修理を行う業者（以下「補装具
業者」という。）との連携を図りながら、身体障害者・児の身体の
状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して行
うものとする。
なお、その際、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性
を十分考慮する必要があること。

 (2) 補装具を必要とする身体障害者・児及び現に装着又は装用（以下
「装着等」という。）している身体障害者・児の状況を常に的確に
把握し、装着等状況の観察、装着等訓練の指導等の計画的な支援を
積極的に行うこと。

２ 関係各法に基づく補装具給付との適用関係について
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）以外の関係各法の
規定に基づき補装具の給付等が受けられる者については、当該関係各
法に基づく給付等を優先して受けるよう取り扱うものであること。
３ 都道府県等の役割について（略）
第２ 具体的事項
１ 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基
準の運用について
 (1) 購入又は修理に要する費用の額及び消費税の取扱い等について

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する
基準（平成１８年厚生労働省告示第５２８号。以下「告示」という。
）の別表に定める価格は、別表の主材料、工作法又は基本構造、付
属品等によった場合における上限の価格として定められているもの
であり、支給決定に当たっては、各種目における型式等の機能の相
違及び特性等を勘案のうえ、画一的な額の決定を行うことのないよ
う留意する必要があること。
なお、消費税法施行令第１４条の４の規定に基づき厚生労働大臣
が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件（平成３年厚
生省告示第１３０号）に基づいて消費税が課税されない物品に係る
補装具費の支給については、補装具業者が材料仕入時に負担した消
費税相当分を考慮し、別表の価格の１００分の１０３に相当する額
をもって、購入又は修理に要する費用の額の上限としているもので
ある。
また、消費税が課税される物品に係る補装具費の支給については、
別表の価格の１００分の１０５に相当する額をもって、購入又は修
理に要する費用の額の上限としているものである。

 (2) 特例補装具費の支給について
身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない
事情により、告示に定められた補装具の種目に該当するものであっ
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て、別表に定める名称、型式、基本構造等によることができない補
装具（以下「特例補装具」という。）の購入又は修理に要する費用
を支給する必要が生じた場合の取扱いは次のとおりとすること。
ア 特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に
要する費用の額等については、更生相談所又は指定自立支援医療
機関若しくは保健所（以下「更生相談所等」という。）の判定又
は意見に基づき市町村が決定するものとする。
イ なお、身体障害児に係る特例補装具費の支給に当たっては、市
町村は必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を
更生相談所に求めるものとする。

 (3) 国等が設置する補装具製作施設と契約する場合の購入又は修理に
要する費用の額について
購入又は修理に要する費用の額を告示本文第３項又は第４項に掲
げる額の１００分の９５に相当する額とするものは、国、地方公共
団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般
財団法人の設置する補装具製作施設が自ら製作した補装具（完成用
部品に係る部分を除く。）についてのみ適用されるものであって、
当該施設が民間業者の製作した補装具をあっせん又は取次販売する
場合には適用されないこと。

 (4) 補装具費の支給対象となる補装具の個数について
補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として１種目に
つき１個であるが、身体障害者・児の障害の状況を勘案し、職業又
は教育上等特に必要と認めた場合は、２個とすることができること。
この場合、当該種目について医学的判定を要しないと認める場合
を除き、更生相談所等に助言を求めること。

 (5) 耐用年数の取扱いについて
耐用年数は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能と
なるまでの予想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受け
た者の作業の種類又は障害の状況等によっては、その実耐用年数に
は相当の長短が予想されるので、再支給の際には実情に沿うよう十
分配慮すること。
なお、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場
合は、新たに必要と認める補装具費を支給することができること。
また、骨格構造義肢については、必要に応じて部品の交換を行う
ことにより長期間の使用が可能であることから、耐用年数を規定し
ていないところであるが、部品の交換のみによっては、その後の適
正な使用が真に困難な場合又は部品の交換によることよりも再支給
を行うことの方が真に合理的・効果的であると認められる場合にあ
っては、再支給を行って差し支えないこと。

 (6) 修理基準に規定されていない修理の取扱いについて
修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められて
いないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位
等を参考とし、又はそれらの個々について原価計算による見積り若
しくは市場価格に基づく適正な額を決定し、修理に要する費用とし
て支給することができること。

 (7) 差額自己負担の取扱いについて
補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、
型式、基本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が
希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えるこ
ととなる場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を本人が
負担することとして支給の対象とすることは、差し支えないこと。

 (8) 介護保険による福祉用具貸与との適用関係について
６５歳以上（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第３
項第２号に規定する特定疾病により、同条第１項に規定する要介護
状態（以下「要介護状態」という。）又は同条第２項に規定する要
介護状態となるおそれがある状態（以下「要支援状態」という。）
に該当する者については、４０歳以上６５歳未満）の身体障害者で
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あって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介護保険の福
祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による福祉
用具の貸与が優先するため、原則として、本制度においては補装具
費の支給をしない。
ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判
断される者である場合には、更生相談所の判定等に基づき、本制度
により補装具費を支給して差し支えないこと。

２ 補装具費支給に係る事務処理について（略）
３ 支給決定の時期等について（略）
４ 関係帳簿について（略）
５ 代理受領について（略）
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